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物価高騰対策現金給付事業支援業務委託 仕様書 

 

 

１ 委託業務名 

物価高騰対策現金給付事業支援業務 

 

２ 業務の目的 

本業務は、国の令和７年度補正予算に計上された物価高騰対応重点

支援地方創生臨時交付金を活用し、全市民に対し、１人当たり５，０

００円の現金を給付することにより、エネルギー・食料品価格等の物

価高騰の影響を受けた市民の生活費負担の軽減を図ることを目的とす

る。 

 

３ 業務の期間 

本業務は、契約締結の日から令和８年１０月３０日までとする。 

 

４ 事業の概要 

対象者 令和８年４月１日現在北茨城市の住民基本台帳に登録

のある市民（想定３９，７５０人） 

給付額 １人当たり５，０００円 

給付先 令和８年４月１日現在北茨城市に住民基本台帳に登録

のある世帯の世帯主（想定１９，２００世帯） 

給付方法及

び受取方法

届出 

（１） 公金受取口座を有する世帯主の場合 

公金受取口座への振込：届出不要 

※ 公金受取口座への振込を原則とし、それ

以外の方法による受取（指定の口座への振

込又はＡＴＭ受取）を希望する場合には、

市ホームページから振込口座届出書をダウ

ンロードの上、指定の期日までに提出又は

市ホームページでＡＴＭ受取届出方法を確

認の上、指定の期日までに北茨城市ＬＩＮ
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Ｅ公式アカウントで届出することとする。 

（２） 公金受取口座を有しない世帯主の場合 

   ア 指定の口座への振込：振込口座届出書によ

る届出 

イ ＡＴＭ受取：北茨城市ＬＩＮＥ公式アカウ

ントによる届出 

給付手順 （１） 対象世帯主の公金受取口座有無の確認（４月

下旬） 

（２） 公金受取口座を有する世帯主には振込通知、

公金受取口座を有しない世帯主には振込口座届

出書を送付（５月下旬） 

    ※ 振込通知には、公金受取口座以外の口座へ

の振込又はＡＴＭ受取を希望する場合、市ホ

ームページを確認の上、期日（６月中旬を想

定）までに振込口座届出書の提出又は北茨城

市ＬＩＮＥ公式アカウントで届出するよう記

載する。 

（３）  振込口座届出書の受付及び審査（６月～７

月） 

（４） 北茨城市ＬＩＮＥ公式アカウントでのＡＴＭ

受取の届出受付（６月～７月） 

（５） 公金受取口座を有する世帯主で振込口座届出

書の提出又はＡＴＭ受取届出がない者について

は、公金受取口座に給付金を振込（６月中旬の

提出・届出期日経過後）【公金受取口座への振

込想定８，３００世帯】 

（６） 振込口座届出書の提出があった世帯主につい

ては、指定の口座に給付金を振込（６月中旬～

８月中旬）【指定口座への振込想定６，５４０

世帯】 

（７）  ＡＴＭ受取の届出があった世帯主について
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は、ＡＴＭに給付金を送金及びＡＴＭ受取の届

出をしたＬＩＮＥアカウントに送金通知を送信

（６月中旬～８月中旬）【ＡＴＭ送信想定４，

３６０世帯】 

  ※ 上記は、仕様書作成時点における予定であり、変更する場合が

ある。 

 

５ 業務内容 

  本業務は、給付金の支給に係る事務支援業務であり、実際の振込又

は送金処理は市又は関係機関が行うため、受託者はこれらの実務処理

を行わない。 

（１） 物品の作成又は調達 

ア 振込通知（圧着ハガキ）の作成 

  以下の内容を盛り込んだ振込通知（圧着ハガキ）の作成を

行う。 

【想定数量】９，２００部 

（ア） 現金給付の対象者は、令和８年４月１日現在の北茨

城市住民基本台帳登録者であること。 

（イ） １人当たり５，０００円の現金を給付すること。 

（ウ） 本事業により給付される給付金は、所得税法上一時

所得に該当するため、他の一時所得の収入と合算して

５０万円を超える場合には申告の必要が生じる場合が

あること。 

（エ） 世帯主宛名番号 

（オ） 世帯主氏名 

（カ） 世帯の現金給付額 

（キ） 給付は、公金受取口座への振込により行うこと及び

公金受取口座の情報 

（ク） 振込予定日 

（ケ） 公金受取口座以外の口座への振込を希望する場合は、

市ホームページから振込口座届出書をダウンロードし
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て記入の上、通帳の写し等口座情報の分かる書類を添

付して指定の期日までに提出すること。（以下、「振

込口座届出」という。） 

（コ） ＡＴＭ受取を希望する場合は、市ホームページにて

ＡＴＭ受取届出方法を確認の上、北茨城市ＬＩＮＥ公

式アカウントから指定の期日までに届出すること。

（以下、「ＡＴＭ受取届出」という。） 

（サ） 振込口座届出又はＡＴＭ受取届出の期限 

（シ） 振込口座届出又はＡＴＭ受取届出をした場合の給付

の予定日（届出から何日程度という目安を記載） 

（ス） 振込口座届出とＡＴＭ受取届出が重複した場合、い

ずれか先に届出を受け付けたものを優先すること。 

イ 振込口座届出書の作成 

  以下の内容を盛り込んだ届出書の作成を行う。 

  【想定数量】１０，０００部 

 （ア）～（カ） アの（ア）～（カ）に同じ 

 （キ） 口座への振込を希望する場合は、口座情報を記入の

上、通帳の写し等指定口座情報の分かる書類を添付し

て提出すること。 

 （ク） 口座情報の記入欄 

（ケ） ＡＴＭ受取を希望する場合は、北茨城市ＬＩＮＥ公

式アカウントにより申請すること。 

（コ） 北茨城市ＬＩＮＥ公式アカウント内のＡＴＭ受取届

出画面の二次元コード 

（サ） 振込口座届出又はＡＴＭ受取届出の期限 

（シ） 振込口座届出とＡＴＭ受取届出が重複した場合、い

ずれか先に届出を受け付けたものを優先すること。 

（ス） 給付の予定日（届出から何日程度という目安を記載） 

ウ 返信用封筒の作成 

  宛先は、受託者とする。 

  【想定数量】１０，０００枚 
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エ 振込口座届出書送付用封筒の作成又は調達 

  イ及びウを同封の上発送するための封筒を作成又は調達す

る。 

【想定数量】１０，０００枚 

 （２） 振込通知書又は振込口座届出書の発送 

振込通知書（圧着ハガキ）はそのまま発送する。 

振込口座届出書については、（１）のエの封筒にウを同封し

て発送する。 

【想定数量】１９，２００通 

 （３） 振込口座届出書の受付、審査及び内容集計 

振込口座届出書を受け付け、記載内容及び添付書類の確認を

行い、口座振込件数及び金額等の集計を行う。 

【想定数量】６，５４０件 

※ 給付の決定及び支給可否の最終判断は、北茨城市（以下

「市」という。）が行う。 

※ ＡＴＭ送金申請の受付及び申請内容の集計については、

市が行う。 

 （４） ＡＴＭ受取届出データの受領及び振込口座届出との突合 

     市が集計したＡＴＭ受取届出のデータを受領し、振込口座届

出との重複の有無を確認する。重複があった場合、先に届出を

受け付けたものを優先とする。 

 （５） 口座振込データの作成及び提供 

     公金受取口座又は振込口座届出書に記載の口座への振込デー

タを作成し、市に送付する。 

     ※ 公金受取口座の情報は、市が受託者に提供する。 

     ※ 口座への振込は、市が行う。 

 （６） ＡＴＭ送金データの作成及び提供 

     ＡＴＭ送金のデータを作成し、市に送付する。 

     ※ ＡＴＭへの送金実務は、株式会社セブン・ペイメントサ

ービスが行い、受託者は実際の送金処理を行わない。 

※ ＡＴＭ受取届出をしたＬＩＮＥアカウントへの送金通知
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の送信は、株式会社セブン・ペイメントサービスから情報

を受領し、市が行う。 

 （７） 実施回数 

（５）及び（６）について、振込口座届出又はＡＴＭ受取届

出受付開始後２週間は１週間ごとに１回、その後は２週間ごと

に１回行うことし、合計５回を想定する。 

（８） 不達の対応 

不達については、市に現住所等の確認を依頼し、その後の対

応については市からの指示に従う。 

 （９） 進捗状況把握の仕組みの構築 

     届出の受付状況や給付の状況など、事業全体の進捗を随時把

握できるような仕組みを構築する。 

 （１０） その他不明点の対応 

     振込口座届出の受付及び審査又はＡＴＭ受取届出データとの

突合において不明点が発生した場合は、市に対応についての指

示を仰ぐ。 

 

６ 提出書類 

（１） 業務工程表（契約締結後７日以内） 

（２） 事業計画書 

ア 業務概要 

イ 実施方針 

ウ 成果品の内容 

エ 連絡体制 

オ 個人情報の保護に関する対応 

カ その他 

（３） 委託完成届（業務完了後直ちに） 

（４） その他市長が必要と認める書類等 

 

７ 打合せ及び記録作成 

業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者は、市との打ち合わせ
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により、計画、進捗の報告、疑義事項の確認を行い、その内容につい

て記録を作成すること。 

 

８ 成果品 

本業務の成果品は、次のとおりとし、紙媒体１部及び電子データ

（光ディスク）１部として納品すること。 

（１） 業務実績報告書 

 

９ 契約方法 

  契約時点で数量が確定しない項目については単価契約とする。  

  （単価契約部分を除いては総価契約とする。） 

 

１０ 支払方法 

業務完了後、履行内容を担当者が検査し合格後、一括払いとする。  

 

１１ その他  

（１） 本業務に関する具体的な内容は、選定後、受託者の提案内容

に基づき協議を行い、市と受託者双方合意の上、決定する。 

なお、本仕様書に明示無き事項又は業務に疑義が生じた場合

は、市及び受託者双方の協議により業務を進めるものとする。  

（２） 受託者は、本業務の実施に当たり知り得た情報を他人に漏ら

してはならない。また、本業務終了後においても同様とする。  

（３） 個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護に関する法令等を

遵守すること。 

（４） いかなる理由があっても委託料の上限を超えないものとする。  

（５） 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせよ

うとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければなら

ない。 


